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無償化給付(施設等利用費) 
請求のご案内 

 

 

 

 
 
 
 

無償化の対象となるサービスを利用した場合、保護者の皆様が支払った利用料のうち、無償化となる費用
（施設等利用費）を、仙台市からお支払いします。 
 施設等利用費の給付を受けるには、仙台市への請求手続きが必要です。 
 

以下の（1）・（2）をいずれも満たす方が対象となります。 

(1) 子育てのための施設等利用給付認定の「新2号・新3号認定」を受けている方 
◆ 新１号認定を受けている方や、認定を受けていない方、認定有効期間が満了となった方は、預かり保育の利用料が 

無償化の対象となりません 

(2) 幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用し、利用料を施設に支払った方 
※ 預かり保育とは…教育時間の前後や夏休み等の園の休業日に、幼稚園・認定こども園が園児をお預かりする事業です。 
※ 幼稚園・認定こども園の教育時間の保育料については、請求の手続きは必要ありません。 
※ 通園送迎費、食材料費、行事費、キャンセル料等は、無償化の対象となりません。 
 

 

①保護者から仙台市幼児教育無償化事務センターへ 
請求手続きを行います。オンライン請求（P4 参照） 
または書面による請求（郵送または持参）（P2~3 
参照）のいずれかでお手続きください。 

②仙台市が審査を行い、支給額を確定した後、保護者の 
指定口座へ施設等利用費を振り込みます。 
※ 請求内容に無償化の対象外額が含まれている等により、実際の支給額が請求額と異なる場合があります。 

 

 
 

請求対象となる利用月 

令和７年 10 月 ～ 12 月利用分 
◇令和 7 年 9 月までの利用のうち、未請求分がある場合は、あわせてお手続き

が可能です。（※１）ただし、手続き方法は書面による請求（郵送または持参）
のみとなります。（オンライン請求対象外） 

請求締切（オンライン・書面 共通） 令和 8 年 1 月 20 日（火）（※２） 

支払決定通知書 送付予定日 令和 8 年 3 月中旬 

振込予定日 令和 8 年 3 月下旬 

※１ 請求する権利は、施設・事業の利用月の翌月 1 日から 2 年を経過すると、時効により消滅しますのでご注意ください。 

※２ 請求手続きが締切までに間に合わなかった場合や、不備がある場合は、お支払いが遅れることがあります。 
   また、不備内容等について仙台市幼児教育無償化事務センターより電話・文書・メールでご連絡をする場合があります。 

幼稚園・認定こども園の  預かり保育  をご利用の皆様へ 

① 請求 

② 支給 



 2 / 4 

 
 
 
 
  

１ 施設等利用費請求書  

２ 領収証 兼 特定子ども・子育て支援提供証明書 
・利用施設から発行される書類（指定様式） 
・利用施設の押印があるもののみ有効（写しでも可） 

  

３ 
口座登録（変更）届 

 
※初めて請求する場合や、振込先口座を変更する場合

のみ提出 

◆ 様式は、利用施設または仙台市ホームページにて入手可能です。 
【URL】https://www.city.sendai.jp/kyufu/mushouka/seikyu.html  

 
 
 
※油性ボールペンなど容易に消えないもので記入してください。（摩擦熱でインクが消えるペンは使用しないでください） 
※修正がある場合は二重線で訂正してください。 
 

●口座登録（変更）届 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通帳 または キャッシュカード のコピーを添付 

※兄弟・姉妹で同時に新規登録
または変更をする場合、口座
登録（変更）届は 1 枚で結構
です。 

請求書は兄弟・姉妹１人に
つき、1 枚ずつ必要です 

※口座名義を変更した場合は、 
新しい名義を記載した口座 
登録（変更）届を速やかに 
提出してください。 

通帳 または キャッシュカード のコピー 
（口座名義・口座番号がわかる部分）を 
貼り付けてください 

書面による請求手続きの方法（郵送または持参） 
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●施設等利用費請求書 
（表面） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（裏面） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「施設等利用給付認定通知書」に記載の
認定番号を記入してください 

「施設等利用給付認定通知書」 
（水色・A4 用紙）に記載の保護者
氏名を記入してください 
※押印は不要です 

兄弟・姉妹１人につき、1 枚ずつ請求書
を記入してください 

転 記 

施設発行の「領収証 兼 特定子ども・子育て支援提供
証明書」の「提供日数」と「無償化対象額（①）」の
金額を転記してください 

振込先口座について☑を入れてください 
※兄姉の振込用口座を登録済の場合も、

弟妹の初回請求時は改めて新規登録が
必要です。 

請求書裏面の算定様式にて算定した額を
記入してください 


